
◎豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
（平成一四年三月三一日法律第一二号）（衆）　　

一、提案理由（平成一四年三月一四日・衆議院本会議）

○田並胤明君　ただいま議題となりました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法

律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

　我が国の豪雪地帯は、国土の約五一％を占め、これらの地域では、冬季の恒常的な降

雪により、地域住民の生活水準の向上や産業の発展が阻害されております。

　豪雪地帯対策特別措置法は、かかる豪雪地帯に対して、雪害の防除その他、産業等の

基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進するため、昭和三十七

年に議員立法により制定されたものであります。その後、特別豪雪地帯における基幹的

な市町村道の道府県代行事業による整備などの特例措置及び各種の配慮規定が追加され

ました。これらの施策により、当該地域の雪害の防除や生活環境の改善等に多大な貢献

がなされております。

　しかしながら、豪雪地帯における産業等の基礎条件や生活環境の整備がなお必要な状

況にあり、さらに、近年の技術開発や時代の変化に対応した施策が求められております。

　特に近年、雪を冷熱エネルギーとして活用する研究開発は一定の成果を上げ、豪雪地

帯においては、これらの研究成果の普及の促進が必要となっております。さらに、情報

化の進展に伴い、豪雪地帯における住民生活の向上のため、総合的な雪情報システムの

構築も課題とされております。

　このような状況にかんがみ、豪雪地帯対策の一層の充実強化等を図るため、豪雪地帯

に対する配慮規定を追加するとともに、本年三月末に期限切れとなる特別豪雪地帯にお

ける特例措置の有効期限をさらに十年間延長すること等を内容とする本案を提案する次

第であります。

　次に、本案の主な内容について御説明いたします。

　第一に、国及び地方公共団体は、利雪に関する研究開発の成果の普及の促進について

適切な配慮をするものとすること。

　第二に、国及び地方公共団体は、雪に関連する多様な情報を適切かつ迅速に提供する

総合的な情報システムの構築が促進されるよう適切な配慮をするものとすること。

　第三に、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の改築を道府県が代行することがで

きる期限及び公立小中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を平

成二十四年三月三十一日まで十年間延長するものとすること。

　以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。

　本案は、昨十三日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一

致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。

　何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

二、参議院災害対策特別委員長報告（平成一四年三月二九日）　　



○加藤修一君　ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会に

おける審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、豪雪地帯の現状にかんがみ、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の

整備の特例措置並びに公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例

措置を引き続き十年間講ずる等の措置を講じようとするものであります。

　委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、

採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

　以上、御報告申し上げます。

　（注）　衆議院においては、委員会の審査は省略された。


